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明石市建設関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 

明石市建設関係手数料徴収条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（手数料を徴収する事務及び金額） （手数料を徴収する事務及び金額） 

第２条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、

当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。

この場合において、当該手数料の金額は、特

別の計算単位のあるものについてはその計算

単位につき、その他のものについては１件に

つきそれぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、

当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。

この場合において、当該手数料の金額は、特

別の計算単位のあるものについてはその計算

単位につき、その他のものについては１件に

つきそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(１)～(42)の３の４ （略） (１)～(42)の３の４ （略） 

(42)の４ 長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律（平成20年法律第87号。以下この号

から第42号の７の２までにおいて「長期優

良住宅普及促進法」という。）第５条第１

項から第５項までの規定に基づく同条第１

項に規定する長期優良住宅建築等計画（以

下この号から第42号の５までにおいて「建

築等計画」という。）の認定の申請に対す

る審査（次号に定めるものを除く。） 新

築物件に係る建築等計画認定申請手数料 

次のア、イ又はウに掲げる場合の区分に応

じ、それぞれア、イ又はウに定める額 

(42)の４ 長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律（平成20年法律第87号。以下この号

から第42号の７までにおいて「長期優良住

宅普及促進法」という。）第５条第１項か

ら第５項までの規定に基づく同条第１項に

規定する長期優良住宅建築等計画（以下こ

の号から第42号の５までにおいて「建築等

計画」という。）の認定の申請に対する審

査（次号に定めるものを除く。） 新築物

件に係る建築等計画認定申請手数料 次の

ア、イ又はウに掲げる場合の区分に応じ、

それぞれア、イ又はウに定める額 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

(42)の４の２～(42)の７ （略） (42)の４の２～(42)の７ （略） 

(42)の７の２ 長期優良住宅普及促進法第18

条第１項の規定に基づく住宅の容積率に関

する特例の許可の申請に対する審査 認定

長期優良住宅の容積率の特例許可申請手数

料 160,000円 

（新 設） 

(42)の８～(72) （略） (42)の８～(72) （略） 

２～３ （略） ２～３ （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 
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３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い新たに創設された事務

に係る手数料を新設するため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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